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令和４年４月１日施行 

指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業委託取扱基準 

 

この基準は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の２３第３項の規定に

より指定介護予防支援事業者が行う指定居宅介護支援事業者への指定介護予防支援の委

託並びに介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン及び厚生労働省老健局振興課長通

知（平成２７年６月５日老振発０６０５第１号）により指定介護予防支援事業者が行う指

定居宅介護支援事業者への第一号介護予防支援事業の委託（以下これらを「再委託」とい

う。）に係る事務取扱について必要な事項を定めるものとする。 

なお、指定介護予防支援の委託を受ける指定居宅介護支援事業者は、公正性及び中立性

を確保する観点から、生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成

２６年１２月生駒市条例第４７号）第１４条第１号の規定により、生駒市介護保険運営協

議会で承認を得るものとする。第一号介護予防支援事業の委託を指定居宅介護支援事業者

が受ける場合についても、同様の観点から、同号に準じて、生駒市介護保険運営協議会の

承認を得るものとする。 

 

【指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業の実施について】 

① 介護保険新規認定者で「要支援１」「要支援２」の結果を得られた方については、原則

として地域包括支援センターがケアプランを作成する。 

※ただし、本人が遠隔地に居住している場合や本人の強い希望、本人・家族の負担へ

の配慮等やむを得ない理由があれば再委託できるものとする。 

② 介護保険利用更新等において、介護保険既存利用者の介護予防支援又は第一号介護予

防支援事業を一部再委託する場合にあっては、生駒市介護保険運営協議会が承認した

指定居宅介護支援事業者で、かつ利用者の居宅サービス計画を作成している事業者を

主として再委託できるものとする。 

 

【再委託の基準について】 

 再委託できる指定居宅介護支援事業者については、次の委託基準を設けるものとします。 

・ 介護保険サービス提供に関して行政処分を現在受けていないこと 

 

【再委託料について】 

・ 全地域包括支援センターで統一の単価設定とします。 

・ 再委託料(１件あたり)は「介護予防支援費」及び「第一号介護予防支援事業費」につい

て介護報酬の８５％とし、１００円未満を切捨てとする。（再委託料ついては消費税及

び地方消費税を含む。） 

（地域包括支援センターは、介護報酬から上記再委託料を差し引いた金額を事務費と

して収入し、請求事務等の管理を行うものとします。） 

・ 「加算」部分についても同様の扱いとする。 


